
資
料
紹
介

「
上
杉
加
級
宣
旨
案
」
の
紹
介
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近
世
初
期
武
家
官
位
に
関
す
る
一
史
料

尾

下

成

敏

　
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、
十
六
世
紀
後
半
の
有
力
大
名
上
杉
景
勝
の
官
位

叙
任
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
勧
修
寺
家
か
ら
京
都
帝
国
大
学
国
史
研
究
室

へ
寄
託
さ
れ
、
現
在
は
京
都
大
学
総
合
博
物
館
所
蔵
の
勧
修
寺
家
文
書
の
な

か
に
含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
史
料
群
に
は
、
文
書
な
ど
を
貼
り
継
い
だ
巻
子
が
多
く
含
ま
れ
て
い

　
①

る
が
、
そ
の
な
か
に
「
古
文
書
巻
子
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
（
史

料
番
号
は
、
勧
修
寺
A
函
の
A
四
七
九
）
。
表
1
に
示
し
た
よ
う
に
、
こ
こ

に
貼
り
継
が
れ
た
文
書
な
ど
を
十
八
に
分
類
す
る
と
、
今
取
り
扱
う
景
勝
厳

達
史
料
は
、
配
列
の
順
序
で
雷
え
ば
、
十
一
番
羅
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
、
書
出
に
基
づ
い
て
、
こ
の
史
料
を
「
上
杉
加
級
宣
旨
案
」
と
呼
ぶ
こ
と

に
し
よ
う
。

　
後
掲
釈
文
の
第
一
紙
を
み
る
。
書
出
に
は
「
上
杉
　
加
島
　
宣
旨
案
」
と
記

さ
れ
、
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
な
か
の
「
経
潔
斎
札
」
の
文
字
に
注

目
す
る
な
ら
、
こ
の
史
料
を
巻
子
に
貼
り
継
い
だ
の
は
、
江
戸
時
代
前
期
の

公
卿
勧
修
寺
経
広
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。
彼
が
同
家
伝
来
の
典
籍
・
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

書
を
修
補
し
た
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
う
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
つ
ぎ
に
後
掲
釈
文
の
番
号
①
以
降
を
み
る
こ
と
に
す
る
。
番
号
①
お
よ
び

番
号
②
、
そ
し
て
、
番
号
⑥
か
ら
番
号
⑨
ま
で
は
口
宣
案
の
控
で
あ
る
。
景

勝
の
官
位
叙
任
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、
聾
者
は
い
ず
れ
も
織
豊
政
権
期
の

公
卿
万
里
小
路
充
満
が
務
め
て
い
る
。
番
号
③
は
景
勝
宛
て
の
書
状
案
、
番

号
④
は
彼
の
重
臣
直
江
兼
続
宛
て
の
書
状
案
で
あ
る
。
番
号
⑤
は
天
正
十
六

年
（
一
五
八
八
）
五
月
の
景
勝
参
議
任
官
に
関
す
る
勧
修
寺
質
量
自
筆
の
覚

　
　
　
③

書
で
あ
る
。
晴
豊
は
豊
臣
政
権
の
も
と
で
伝
奏
を
務
め
た
公
卿
で
、
万
里
小

路
の
実
兄
に
も
当
た
る
。



「上杉加級宣旨案」の紹介（尾下）

　
こ
の
よ
う
に
、
口
宣
案
の
控
や
書
状
の
案
文
が
存
在
す
る
こ
と
を
念
頭
に

置
く
な
ら
、
「
上
杉
加
級
宣
旨
案
」
は
案
文
集
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
よ
う
。

言
を
加
え
る
と
、
後
掲
釈
文
の
番
号
①
か
ら
番
号
⑨
ま
で
を
筆
写
し
た
と
み

ら
れ
る
史
料
が
、
勧
修
寺
家
文
書
の
な
か
に
存
在
す
る
。
「
充
予
震
御
教
書

案
（
帯
芯
写
と
と
い
う
名
称
を
持
つ
史
料
で
あ
る
（
史
料
番
号
は
、
勧
修

寺
Y
函
の
五
三
七
－
二
八
）
。
表
2
は
竺
上
杉
加
級
宣
旨
案
」
の
史
料
配
列
順

序
を
、
表
3
は
「
充
房
卿
御
教
書
案
（
符
票
田
）
」
の
そ
れ
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
｛
見
す
れ
ば
明
ら
か
だ
が
、
配
列
の
順
序
が
異
な
っ
て
い
る
。

「
端
黒
卿
御
教
書
案
（
符
案
写
）
」
で
は
、
番
号
①
の
後
、
番
号
⑥
か
ら
番

号
⑨
ま
で
の
史
料
を
記
し
、
そ
の
後
、
番
号
④
・
番
号
⑤
・
番
号
②
・
番
号

③
の
順
に
記
し
て
い
る
。
語
句
の
相
違
は
み
ら
れ
な
い
。
口
宣
案
の
控
や
書

状
案
・
覚
書
は
い
ず
れ
も
同
文
で
あ
る
。

　
「
上
杉
加
級
宣
旨
案
」
は
、
天
正
十
六
年
以
前
の
景
勝
の
官
位
や
、
豊
臣
政

権
下
で
作
成
さ
れ
た
口
宣
案
の
日
付
の
性
格
を
み
る
際
、
興
味
深
い
史
料
で

あ
る
。
以
下
、
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
醤
及
し
よ
う
。

　
景
勝
の
官
位
に
つ
い
て
は
、
矢
部
健
太
郎
氏
の
研
究
が
あ
る
。
そ
れ
に
拠

れ
ば
、
天
正
十
六
年
五
月
二
十
三
日
の
時
点
で
は
参
議
・
正
四
位
下
で
あ
る
。

そ
し
て
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
正
月
五
日
に
は
従
三
位
昇
進
を
果
た
し
、

同
年
十
月
二
十
八
日
に
は
権
中
納
言
昇
進
を
遂
げ
て
い
る
。
な
お
、
豊
臣
政

権
下
で
伝
奏
を
務
め
た
公
卿
菊
亭
晴
季
が
作
成
し
た
「
武
家
補
任
勘
例
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

検
討
か
ら
、
こ
う
し
た
結
論
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
矢
部
氏
の
研
究
は
、
景
勝
が
正
四
位
下
・
参
議
と
な
っ
た
後
を
対
象
と
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
前
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
近
衛

府
の
中
将
任
官
に
関
し
て
も
述
べ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
「
上
杉
荷
嵩
宣
旨

案
」
な
ど
を
用
い
、
こ
う
し
た
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
最
初
に
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
の
最
勝
の
官
位
に
つ
い
て
述
べ
る
。

「
上
杉
家
御
年
譜
」
に
拠
れ
ば
、
景
勝
は
、
天
正
十
四
年
六
月
二
十
二
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

正
四
添
上
・
左
近
衛
権
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
天
正
十
四
年
上

洛
日
帳
」
同
年
六
月
二
十
二
日
置
は
、
こ
の
日
参
内
し
た
景
勝
の
位
階
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
て
、
「
御
黒
目
四
位
」
と
記
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
二
つ
の
史
料
は
、

い
ず
れ
も
後
世
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
口
宣
案
の
控
を
み
よ
う
。
後
掲
釈
文
の
番
号
②
・
番
号
⑨
は
、
双
方
と
も

日
付
は
天
正
十
四
年
六
月
二
十
二
日
、
姓
は
豊
臣
で
あ
る
。
番
号
②
は
左
近

衛
権
少
将
に
任
じ
る
旨
を
、
番
号
⑨
は
従
四
位
下
に
叙
す
る
旨
を
記
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
記
載
を
念
頭
に
置
く
な
ら
、
同
霞
付
で
景
勝
は
か
か

る
官
位
を
得
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
口
寛
案
の
控
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な

ら
、
こ
う
し
た
理
解
が
成
り
立
つ
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
実
際
、
「
御
湯
殿

上
日
記
」
天
正
十
四
年
六
月
二
十
一
日
条
を
み
る
と
、
正
親
町
天
皇
の
勅
許

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

が
あ
り
、
景
勝
は
こ
の
日
に
四
位
に
叙
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
景
勝
へ
宛
て
ら
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れ
た
羽
柴
秀
吉
文
書
を
み
る
と
、
（
天
正
十
四
年
）
六
月
廿
三
日
の
直
書
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

は
、
宛
名
書
が
「
上
杉
少
将
と
の
へ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
「
上

杉
加
三
拝
日
案
」
の
記
載
は
正
し
く
、
「
上
杉
家
御
年
譜
」
や
「
天
正
十
四
年

上
洛
日
帳
」
の
記
載
は
誤
り
と
み
ら
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
後
期
釈
文
の
番
号
①
・
番
号
⑥
・
番
号
⑦
・
番
号
⑧
、
す
な
わ
ち

口
宣
案
の
控
に
目
を
移
す
。
い
ず
れ
も
姓
は
藤
原
で
あ
る
。
番
号
①
は
侍
従

に
任
じ
る
旨
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
付
は
天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
五

月
九
日
、
番
号
⑥
は
従
五
位
下
に
叙
す
る
旨
を
記
し
た
も
の
で
、
日
付
は
番

号
①
と
同
日
、
番
号
⑦
は
従
五
位
上
に
叙
す
る
旨
を
記
し
た
も
の
で
、
日
付

は
天
正
八
年
（
一
五
八
○
）
六
月
一
一
十
田
、
番
号
⑧
は
正
五
里
下
に
叙
す
る

旨
を
記
し
、
日
付
は
天
正
十
一
年
（
～
五
八
三
）
三
月
十
一
日
と
な
っ
て
い

る
。
素
直
に
読
む
な
ら
、
天
正
五
年
以
降
、
景
勝
の
官
位
は
次
第
に
上
昇
し

た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
上
杉
氏
が
織
田
政
権
に
敵
対
し
て
い
た
天
正
十
年
目
一
五
八

二
）
以
前
の
段
階
で
、
か
か
る
叙
任
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
同
十
四
年
以
前

の
段
階
に
お
い
て
、
景
勝
が
こ
れ
ら
の
官
位
を
有
し
た
確
証
が
み
あ
た
ら
な

い
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
後
掲
釈
文
の
番
号
①
・
番
号
⑥
・
番
号
⑦
・
番
号

⑧
の
記
載
を
歴
史
的
事
実
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ら

口
宣
案
の
控
は
、
天
正
十
四
年
六
月
二
十
二
日
付
で
景
勝
を
五
四
輩
下
・
左

近
衛
権
少
将
に
叙
任
し
た
際
、
つ
じ
つ
ま
を
あ
わ
せ
る
た
め
、
日
付
を
遡
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
つ
づ
い
て
天
正
十
六
年
五
月
二
十
三
日
時
点
で
の
景
勝
の
官
位
に
つ
い
て

述
べ
て
お
き
た
い
。
後
掲
釈
文
の
番
号
⑤
に
「
天
正
十
六
年
五
月
廿
三
日
二

従
四
位
上
／
参
議
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
、
「
武
家
補
任
勘
例
」
に
「
参
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

正
四
華
客
／
天
正
十
六
　
五
　
二
三
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
、
ま
ず
従

四
位
下
・
左
近
衛
権
少
将
か
ら
従
四
位
上
・
参
議
へ
と
昇
進
し
た
後
、
同
日

の
内
に
従
四
位
上
・
参
議
か
ら
正
四
位
下
・
参
議
に
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
よ

う
。
番
号
⑤
が
晴
豊
の
自
筆
覚
書
で
あ
る
こ
と
や
、
「
武
家
補
任
勘
例
」
が

菊
亭
の
作
成
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
推
測
を
可
能
と
す
る
も
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
両
人
と
も
伝
奏
と
し
て
、
公
武
交
渉
を
担
っ
た
公
卿
だ
か
ら
で

あ
る
。

　
景
勝
の
中
将
成
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
「
上
杉
家
御
年
譜
」
に
拠
れ
ば
、

景
勝
は
天
正
十
六
年
五
月
十
日
に
中
将
に
任
官
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し

く
は
六
月
以
降
の
出
来
事
で
あ
る
。

　
後
輩
釈
文
の
番
号
⑤
、
す
な
わ
ち
晴
豊
の
自
筆
覚
書
を
み
よ
う
。
こ
こ
で

は
中
将
成
の
記
事
は
み
ら
れ
な
い
。
ゆ
え
に
、
中
将
任
官
は
天
正
十
六
年
五

月
二
十
四
日
以
降
で
あ
っ
た
可
能
性
が
浮
上
し
よ
う
。
そ
こ
で
、
景
勝
宛
て

秀
吉
文
書
を
み
る
と
、
同
年
六
月
十
五
日
の
領
知
判
物
で
は
、
宛
名
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
越
後
宰
相
と
の
へ
」
と
記
し
て
い
る
。
一
方
、
（
天
正
十
六
年
）
十
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

九
日
の
直
書
で
は
、
宛
名
書
を
「
羽
柴
越
後
宰
相
中
将
殿
」
と
記
し
て
い
る
。
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「上杉加級宣旨案」の紹介（尾下）

こ
の
変
化
に
着
目
す
る
と
、
六
月
時
点
で
は
参
議
で
あ
っ
た
が
、
十
二
月
時

点
で
は
参
議
兼
中
将
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
天
正
十

六
年
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に
、
景
勝
は
中
将
任
官
を
果
た
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
要
約
し
よ
う
。
景
勝
は
、
天
正
十
四
年
六
月
二

十
二
日
付
で
従
四
位
下
・
左
近
衛
権
少
将
に
叙
任
さ
れ
、
同
十
六
年
五
月
二

十
三
日
、
い
っ
た
ん
は
従
四
位
上
・
参
議
に
昇
進
し
た
後
、
同
日
の
内
に
正

四
位
下
・
参
議
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
同
年
六
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
間
に
、

申
将
成
を
遂
げ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
豊
臣
政
権
期
に
作
成
さ
れ
た
景
勝
宛
て
口
宣
案
の
日
付
の
性
格
に
関
し
て

言
及
す
る
。
当
該
期
の
口
宣
案
と
し
て
は
、
「
上
杉
中
級
宣
旨
案
」
の
番
号

②
・
番
号
⑨
の
ほ
か
、
「
上
杉
家
文
書
」
に
残
る
文
禄
三
年
十
月
二
十
八
日
の

日
付
を
持
つ
口
宣
案
が
知
ら
れ
て
い
る
。
後
者
は
景
勝
を
心
中
納
言
に
任
じ

　
　
　
　
　
　
　
⑬

た
際
の
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
後
掲
釈
文
の
番
号
②
と
番
号
⑨
、
す
な
わ
ち
天
正
十
四
年
六
月
二

十
二
日
の
日
付
を
有
す
る
口
宣
案
の
控
に
注
目
す
る
。
景
勝
を
四
位
に
叙
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

る
旨
の
勅
許
が
出
た
の
は
、
天
正
十
四
年
六
月
二
十
一
日
で
あ
り
。
彼
が
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

め
て
参
内
し
正
親
町
天
皇
に
拝
謁
し
た
の
は
翌
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
勅
許
の
日
で
は
な
く
天
皇
に
拝
謁
し
た
臼
が
、
従
四
位
下
に
叙

す
る
旨
を
記
し
た
口
宣
案
の
日
付
に
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
文
禄
三
年
十
月
二
十
八
日
の
日
付
を
有
す
る
口
宣
案
を
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

こ
の
日
、
秀
吉
が
京
都
の
景
勝
邸
へ
御
成
し
た
。
そ
の
様
子
を
伝
え
る
門
上

杉
邸
御
成
帳
」
に
拠
れ
ば
、
饗
応
を
受
け
た
秀
吉
は
景
勝
に
対
し
中
納
言
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

進
の
意
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
秀
吉
か
ら
の
申
し
渡

し
の
日
が
口
宣
案
の
日
付
に
選
ば
れ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
秀
吉
と
景
勝

は
こ
の
日
は
参
内
し
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
景
勝
宛
て
口
宣
案
の
日
付
の
性
格

が
変
わ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
雷
え
ば
、
口
宣
案
の
日

付
は
、
天
皇
に
拝
謁
し
た
日
か
ら
秀
吉
の
申
し
渡
し
の
日
に
変
化
し
た
の
で

あ
る
。
言
を
加
え
る
と
、
徳
川
政
権
下
の
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
以
降
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

将
軍
か
ら
の
叙
任
申
渡
し
の
日
が
武
家
宛
て
口
宣
案
の
日
付
と
な
る
が
、
こ

れ
に
近
い
状
況
は
、
豊
臣
政
権
下
に
お
い
て
も
既
に
存
在
し
た
の
で
あ
っ
た
。

天
下
人
か
ら
の
申
し
渡
し
の
日
が
武
家
宛
て
口
宣
案
の
日
付
に
選
ば
れ
て
い

た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
日
付
の
性
格
に
留
意
し
た
上
で
、
公
家
・
武
家
へ
宛
て
ら
れ
た
口

宣
案
を
収
集
・
分
類
す
れ
ば
、
天
下
人
か
ら
の
叙
任
申
し
渡
し
の
日
を
日
付

と
す
る
口
宣
案
の
特
質
が
見
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
中
近
世
移
行
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

の
官
位
制
度
の
特
質
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
日
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
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以
上
を
踏
ま
え
て
、
「
上
杉
加
級
宣
旨
案
」
の
作
成
者
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

最
初
に
、
後
掲
釈
文
の
番
号
③
・
番
号
④
の
書
状
案
の
作
成
者
と
年
代
に
つ

い
て
言
及
す
る
。

　
番
号
④
の
直
江
宛
て
書
状
案
か
ら
み
よ
う
。
日
付
は
七
月
二
十
七
日
、
注

目
す
べ
き
は
「
今
度
者
少
将
殿
御
上
洛
、
参
　
内
事
官
位
等
之
儀
、
依
有
由

緒
随
分
令
馳
走
候
キ
」
で
あ
る
。
「
由
緒
」
が
あ
る
か
ら
、
景
勝
の
参
内
や

官
位
叙
任
に
つ
い
て
「
馳
走
」
し
た
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
上
杉
家
が
勧

修
寺
家
の
流
れ
を
汲
む
家
柄
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
、
「
由
緒
扁
の

語
を
記
し
た
の
は
、
勧
修
寺
家
の
当
主
晴
豊
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
身
釈
文

番
号
⑤
の
彼
の
自
筆
覚
書
と
と
も
に
第
三
紙
に
記
載
さ
れ
た
点
を
踏
ま
え
る

と
、
か
か
る
判
断
は
誤
り
で
は
な
か
ろ
う
。

　
作
成
年
代
だ
が
、
「
今
度
者
少
将
殿
御
上
洛
」
と
記
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま

え
る
と
、
景
勝
が
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た
天
正
十
六
年
以
降
の
作
成
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
ま
た
彼
の
在
京
が
確
認
で
き
な
い
天
正
十
五
年
（
一
五
八
七
）

と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
少
将
に
任
ぜ
ら
れ
初
め
て
参
内
を
遂
げ
た
天
正
十
四

年
の
作
成
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
番
号
③
の
景
勝
宛
て
書
状
案
を
み
よ
う
。
日
付
は
七
月
二
十
七
日
で
あ
る
。

ま
ず
作
成
年
代
だ
が
、
宛
名
書
の
「
上
杉
少
将
殿
」
に
注
目
す
る
な
ら
、
景

勝
が
少
将
の
官
職
を
有
し
て
い
た
天
正
十
四
年
か
翌
十
五
年
に
絞
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
、
「
建
今
度
者
御
参
　
内
為
重
」
、
す
な
わ
ち
景
勝
参
内
を
意
味
す
る

表
現
を
踏
ま
え
る
と
、
彼
の
在
京
が
確
認
で
き
な
い
天
正
十
五
年
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
こ
の
書
状
案
は
天
正
十
四
年
の
作
成
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
作
成
者
だ
が
、
差
出
書
の
署
名
の
ほ
か
、
文
中
の
「
建
今
度
垂
々

参
内
之
儀
、
殊
官
位
等
且
々
加
之
至
、
併
当
家
満
足
不
過
之
候
」
が
、
番

号
④
に
お
け
る
晴
豊
の
主
張
、
す
な
わ
ち
景
勝
の
参
内
や
官
位
叙
任
を
「
馳

走
」
し
た
と
い
う
主
張
と
対
応
す
る
点
に
注
目
す
る
な
ら
、
晴
豊
と
み
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
後
掲
釈
文
の
番
号
①
・
番
号
②
、
お
よ
び
番
号
⑥
か
ら
番
号
⑨
ま

で
は
、
い
ず
れ
も
暴
勝
の
官
位
叙
任
に
関
す
る
口
宣
案
の
控
で
あ
っ
た
。
ま

た
番
号
⑤
は
、
彼
の
参
議
任
官
に
関
す
る
覚
書
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
今
述
べ

た
如
く
、
番
号
③
と
番
号
④
は
、
景
勝
の
官
位
叙
任
と
関
連
す
る
晴
豊
書
状

の
案
文
で
あ
っ
た
。
か
か
る
点
を
念
頭
に
置
く
な
ら
、
「
上
杉
加
級
宣
旨
案
」

に
含
ま
れ
る
口
宣
案
の
控
や
覚
書
・
書
状
案
は
、
み
な
景
勝
の
官
職
・
位
階

に
関
す
る
史
料
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
六
枚
の
宿
紙
を
用
い
て
こ

れ
ら
が
記
さ
れ
た
点
や
、
書
出
の
文
字
に
注
目
す
る
と
、
勧
修
寺
雲
華
が
巻

子
に
装
憤
す
る
前
か
ら
、
「
上
杉
加
級
宣
旨
案
」
は
～
ま
と
ま
り
の
史
料
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
た
案
文
集
の
な
か
に
晴
豊
の
書
状
案
や
覚
書
が
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

す
る
点
、
収
録
さ
れ
た
文
書
が
い
ず
れ
も
彼
の
在
世
申
の
も
の
で
あ
る
点
、

そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
代
々
の
勧
修
寺
家
当
主
が
所
持
し
て
い
た
点
を
踏
ま
え
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「上杉加級宣旨案」の紹介（尾下）

る
と
、
「
上
杉
加
子
宣
旨
案
」
の
作
成
者
は
勧
修
寺
嘉
島
と
考
え
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
醤
を
加
え
る
と
、
本
史
料
を
記
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た
六

枚
の
宿
紙
は
、
い
ず
れ
も
真
ん
中
に
折
り
目
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
裏
に
は

　
　
　
　
　
　
⑳

文
字
が
存
在
す
る
。
ゆ
え
に
、
も
と
は
宿
紙
の
反
故
を
使
用
し
て
作
成
さ
れ

た
冊
子
状
の
史
料
だ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
「
上
杉
加
級
宣
旨
案
」
は
「
符
案
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
一
つ
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
近
世
初
期
武
家
官
位
の
研
究
は
、
天
皇
・
朝
廷
の
国
制
的
位
置
づ
け
、
あ

る
い
は
大
名
の
身
分
的
・
階
層
的
序
列
編
成
と
い
っ
た
問
題
関
心
か
ら
進
め

ら
れ
、
当
該
期
政
治
史
の
研
究
を
豊
か
な
も
の
と
し
た
分
野
の
一
つ
で
あ
る
。

　
い
ま
分
析
の
た
め
の
史
料
と
い
う
視
点
か
ら
、
武
家
官
位
の
研
究
を
二
段

階
、
す
な
わ
ち
編
纂
物
の
記
載
な
ど
を
も
と
に
進
め
ら
れ
た
段
階
と
、
近
量

初
期
の
口
宣
案
や
日
記
の
叙
任
関
連
記
事
を
も
と
に
進
め
ら
れ
た
段
階
に
分

け
る
と
す
る
な
ら
、
そ
の
分
岐
点
が
下
村
敷
氏
の
提
言
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
か
ろ
う
。
氏
が
両
次
史
料
に
依
拠
し
た
研
究
動
向
に
疑
問
を
呈
し
、
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

家
の
叙
任
に
関
す
る
～
次
史
料
を
一
覧
化
し
て
以
降
、
現
在
ま
で
の
武
家
官

位
の
研
究
は
、
口
宣
案
や
日
記
に
基
づ
く
分
析
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
た
め

で
あ
る
。

　
下
村
氏
の
成
果
が
公
表
さ
れ
た
後
も
、
武
家
の
叙
任
に
関
す
る
～
次
史
料

　
　
　
　
　
　
⑳

の
紹
介
が
な
さ
れ
、
分
析
の
素
材
は
蓄
積
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な

お
、
叙
任
の
事
例
が
豊
富
に
な
っ
た
と
は
言
い
難
い
。
「
上
杉
加
子
宣
旨
案
」

の
紹
介
が
、
こ
う
し
た
状
況
の
克
服
に
寄
与
で
き
れ
ば
、
筆
者
に
と
っ
て
は

望
外
の
喜
び
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
本
史
料
の
紹
介
を
許
可
頂
い
た
機
関
や
、
調
査
・
解
読
に
当
た

っ
て
ご
助
力
を
賜
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

　
①
勧
修
寺
家
文
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
今
岡
典
和
・
吉
川
真
司
「
勧
修
寺
電
文

　
　
書
調
査
の
成
果
と
課
題
」
（
平
成
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
一
般
研
究
B
）

　
　
研
究
成
果
報
告
書
『
中
・
近
世
公
家
文
轡
の
研
究
』
研
究
代
表
者
・
朝
尾
直
弘

　
　
一
九
九
四
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

　
②
註
1
前
掲
今
岡
・
吉
川
執
筆
部
分
。

　
③
藤
井
譲
治
氏
の
ご
教
示
に
拠
れ
ば
、
三
豊
の
自
筆
で
あ
る
。

　
④
矢
部
健
太
郎
門
豊
臣
『
公
儀
』
の
確
立
と
諸
大
名
扁
（
『
史
学
研
究
集
録
臨
二
六

　
　
二
〇
〇
～
年
）
、
同
「
太
閤
秀
吉
の
政
権
構
想
と
大
名
の
序
列
」
（
『
歴
史
評
論
』
六

　
　
四
〇
　
二
〇
〇
三
年
）
。

　
⑤
「
上
杉
家
御
年
譜
扁
（
米
沢
温
故
美
嚢
）
。

　
⑥
「
天
正
十
四
年
上
洛
日
帳
」
（
『
上
越
市
史
別
編
2
上
杉
氏
文
書
集
二
』
文
書

　
　
番
口
置
三
一
〇
六
）
。

　
⑦
「
御
湯
殿
上
日
記
」
天
正
十
四
年
六
月
二
十
一
日
条
（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
。

　
⑧
「
上
杉
家
文
書
」
（
『
上
越
市
二
二
編
2
上
杉
氏
文
書
二
二
』
文
害
番
量
三

　
　
〇
五
）
。

　
⑨
こ
う
し
た
遡
及
的
な
昇
任
の
や
り
方
は
、
こ
の
時
期
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
も
の

　
　
で
あ
る
（
朝
尾
直
弘
門
大
系
日
本
の
歴
史
⑧
　
天
下
一
統
』
～
九
九
頁
以
下
、
小

　
　
学
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
…
　
一
九
九
三
年
、
初
出
一
九
八
八
年
）
。

　
　
　
「
公
獅
補
任
鳳
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
を
み
る
と
、
十
六
世
紀
後
半
の
公
家

　
　
衆
が
初
め
て
得
る
官
職
は
侍
従
、
位
階
は
従
五
位
下
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
う
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し
た
叙
任
の
あ
り
方
か
ら
す
れ
ば
、
景
勝
が
一
挙
に
四
位
の
少
将
と
な
る
の
は
不

　
自
然
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
事
態
を
避
け
る
た
め
、
遡
及

　
的
な
昇
任
が
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

⑩
　
　
四
大
日
本
古
文
書
　
家
わ
け
第
十
二
　
上
杉
家
文
書
隔
文
書
番
号
一
一
九
六
。

⑪
「
上
杉
家
文
書
」
（
『
上
越
市
史
別
編
2
上
杉
氏
文
書
集
二
』
文
轡
番
号
三
二

　
四
九
）
。

⑫
「
片
山
光
一
氏
所
蔵
文
書
扁
（
『
上
越
市
史
別
編
2
上
杉
氏
文
轡
集
二
』
文
書

　
番
号
三
二
七
一
）
。

⑬
「
上
杉
家
文
轡
」
（
噸
上
越
市
史
別
編
2
上
杉
氏
文
書
集
二
』
文
書
番
号
三
六

　
三
～
）
。

⑭
註
7
前
掲
史
料
。

⑮
「
兼
見
卿
記
」
天
正
十
四
年
六
月
二
十
二
日
条
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵

　
謄
写
本
）
、
「
御
湯
殿
上
日
記
」
同
日
条
。

⑯
「
晴
豊
記
」
文
禄
三
年
十
月
二
十
八
日
条
（
増
補
続
史
料
大
成
）
。

⑰
「
上
杉
邸
御
成
帳
」
に
は
「
御
感
ナ
サ
レ
被
任
中
納
言
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る

　
（
『
上
越
市
史
別
編
2
　
上
杉
氏
文
轡
集
二
』
文
書
番
号
三
六
二
九
）
。

⑱
藤
井
譲
治
「
慶
長
期
武
家
官
位
に
関
す
る
四
つ
の
『
寄
書
ヒ
（
『
日
本
史
研

　
究
』
四
三
四
　
一
九
九
八
年
）
。

⑲
天
下
人
か
ら
の
叙
任
申
し
渡
し
の
日
を
日
付
と
す
る
口
宣
案
は
、
近
世
初
期
に

　
官
職
制
か
ら
武
家
官
位
が
独
立
し
た
と
す
る
朝
尾
直
弘
氏
の
指
摘
に
留
意
し
た
上

　
で
（
朝
尾
「
幕
藩
制
と
天
皇
」
隅
朝
尾
直
弘
著
作
集
第
3
巻
将
軍
権
力
の
創

　
出
隔
岩
波
書
店
　
二
〇
〇
四
年
、
初
出
一
九
七
五
年
）
、
議
論
す
べ
き
文
書
か
も

　
し
れ
な
い
。

⑳
　
　
「
公
卿
補
任
」
慶
長
七
年
条
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
）
に
拠
れ
ば
、
晴
豊
は
こ

　
の
年
の
十
二
月
八
日
に
死
去
し
て
い
る
。

⑳
　
裏
打
さ
れ
て
い
る
た
め
、
文
字
の
判
読
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。

⑫
　
「
符
案
扁
と
は
、
宿
紙
の
反
故
を
こ
よ
り
で
綴
じ
て
冊
子
と
し
た
案
文
集
で
あ

　
る
（
註
ユ
前
掲
今
岡
・
吉
川
執
筆
部
分
）
。

⑳
）
下
村
敷
「
天
正
　
文
禄
慶
長
年
間
の
公
家
成
・
諸
大
夫
成
｝
覧
」
（
下
村

　
『
日
本
中
世
の
法
と
経
済
㎞
収
録
　
続
群
書
類
従
完
成
会
　
　
九
九
八
年
、
初
出

　
一
九
九
三
年
）
、
同
門
豊
臣
氏
下
位
制
度
の
成
立
と
発
展
」
（
前
掲
『
日
本
中
世
の

　
法
と
経
済
巌
収
録
、
初
出
一
九
九
四
年
）
。

⑳
　
註
⑱
前
掲
藤
井
論
文
な
ど
。
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「上杉加級宣旨案」の紹介（尾下）

表1　「古文書巻子」の概要

配列順序 年月日 史料名 備考

1 （年不詳）9月6日 万里小路嗣房奉書 書出「右京職領」

2 正和2年ユ1月日 丑日次第 轡出ヂ丑日次第」

3 （年不詳）3月29目 万里小路冬房轡状 書出「昇進事」

4 明応6年1月6目 口宣案控 亡者は万里小路賢房

5 永正5年12月19臼 口宣案控 奉者は万里小路上房

6 永正5年12月ユ9臼 口宣案控 奉者は憶測小路秀房

7 永正1工年12月23日 口宣案控 奉者は鷺洲小路秀房

8 （年不詳）3月23日 万里小路准房書状 書出「申文一通献之」

9
『　　　　一　　　　一 甘露寺経元記

永禄11年12月の誠仁親王の親…E宣下と

ｳ服、および永禄13年4月の改元定と
V台座主宣下について記す

10 （年月日不詳） 万里小路惟房仮名書状 宛所はギ堅いちや」

工1 …　　　　一　　　　一 f上杉加級宜旨案」 上杉景勝の官位叙任に関する史料

12 天正ユ4年6月22B 口宣案控

「天正十四年六月廿二日宣旨」と記した
縺A「正五位下」とのみ記している。上
ｨ・二二二者・二者などは記載してい

ﾈい

13 慶長20年3月24日 口宣案控 奉者は万里小路霰星

14 （年不詳）ll月30日 万里小路雅房轡状 書出「此申者疎拙之至」

15 （年不死羊）12月4日 万里小路淳房書状 書出「儀式一冊懸御目候」

16 （年不詳）6月15日 万里小路尚房書状 書出「東本願寺末寺」

ユ7 （年不詳）2月4日 万黒小路植房書状 書出「来七日可黒地拝賀之旨」

ユ8 （年不詳）8月4日 万里小路紹房書状 書出「口宣二上献上之」

表2　「古文書巻子」における配列 表3　ギ充二二御教書案（三二写）」における配列

史料番号 年月日 史料名 史料番号 年月日 史料名

番号① 天正5年5月9日 口宣案控 番号① 天正5年5月9日 口宣案控

番号② 天正ユ4年6月22日 口宣案控 番号⑥ 天正5年5月9日 口宣案控

番号③ （天正14年）7月27日 勧修寺三豊書状案 番号⑦ 天正8年6月20日 口宣案国

番号④ （天正14年）7月27日 勧修寿二三書状案 番号⑧ 天正H年3月目1日 口宣案控

番号⑤ （天正16年5月） 勧修毒三豊覚書 番号⑨ 天正14年6月22日 口宣案控

番号⑥ 天正5年5月9日 口宣案控 番号④ （天正14年）7月27日 勧修寺凹凹書状四

番弩⑦ 天正8年6月20日 口紅二二 番号⑤ （天正16年5月） 勧修寺凹凹覚書案

番号⑧ 天正エエ年3月ユ1日 口宣案控 番号② 天正ユ4年6月22日 日宣開門

番号⑨ 天正14年6月22B 口宣案控 番号③ （天正14年）7月27日 勧修寺晴豊書状案
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※
1
　
「
弁
官
補
任
」
に
拠
れ
ば
、
こ
の
日
、
万
里
小
路
は
権
右
少
弁
で
あ
る
。
蔵

　
人
は
兼
ね
て
い
な
い
。

※
2
　
「
〃
扁
は
街
字
で
あ
る
。

※
3
　
門
弁
官
補
任
」
に
拠
れ
ば
、
こ
の
日
、
万
里
小
路
は
蔵
入
頭
兼
左
中
弁
で
あ

　
　
る
。

※
痩
　
各
紙
の
寸
法
を
記
す
（
単
伎
は
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
。

　
　
第
へ
紙
（
竪
三
四
・
二
×
横
四
四
・
○
）

　
　
第
二
紙
（
竪
三
四
・
二
×
横
四
四
・
四
）

　
　
第
三
紙
（
竪
三
三
・
九
×
横
四
四
・
六
）

　
　
第
四
紙
（
竪
三
三
・
九
×
横
四
四
・
五
）

第
五
紙
（
竪
三
四
・
○
×
横
四
四
・
二
）

第
六
紙
（
竪
三
四
・
二
×
横
四
四
・
四
）
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京
都
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）
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「上杉加級宣旨案」の紹介（尾下）
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